
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

児

童

福

祉

法

等

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

子

ど

も

未

来

課

規

則

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

〃

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成２８年９月３０日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号

児
童
福
祉
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

児
童
福
祉
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
指
導
さ
せ
る
と
き
は
児
童
指
導
措
置
通
知
書
（
様

式
第
十
一
号
）
を
児
童
委
員
」
を
「
指
導
さ
せ
、
又
は
市
町
村
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者

等
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
に
委
託
し
て
指
導
さ
せ
る
と
き
は
児
童
指
導
措
置
通
知
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
児
童
委
員
、

市
町
村
の
長
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
、
障
害
者
等
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
同
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
、
若
し
く
は
」
を
「
、
又
は
」
に

改
め
、
「
委
託
し
、
又
は
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
障
害
者
等
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
に

指
導
を
」
を
削
り
、
「
里
親
、
」
を
「
里
親
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長

若
し
く
は
障
害
者
等
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
」
を
削
る
。

第
九
条
中
「
加
え
、
又
は
加
え
さ
せ
た
」
を
「
行
い
、
又
は
行
わ
せ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け

て
一
時
保
護
を
行
つ
た
者
が
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
を
請
求
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

様
式
第
七
号
中
「法

第
2
7
条

」
を
「児

童
福
祉
法
第
2
7
条

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
中
「昭

和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号

」
の
次
に
「
。以

下

「法

」と
い
う

。
」
を
加
え
、
「う

え

」
を
「上

」
に
、

「

児
童
福
祉
司

２
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り

年
月

日
知
的
障
害
者
福
祉
司
に
指

社
会
福
祉
主
事

児
童

委
員

導
を
付
託
し
た

。

を

ふ
り
が
な

氏
名
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指
導
担
当
者

連
絡
先

電

（

）

－
話

「

指
導
さ
せ
た

。

２
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り

年
月

日
次
の
者
に
指
導
を
委
託
し

た

。

児
童
福
祉
司

知
的
障
害
者
福
祉
司

社
会
福
祉
主
事

児
童
委
員

，
，

，
，

付
託
先

市
町
村

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ

障
害
者
等
相
談
支
援
事
業
を
行

，
ー
，

う
者

法
第
2
6
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

，

る
者

に
、

氏
名
又

（氏
名
に
は

ふ
り
が
な
を
付
け
る
こ
と

。
）

，

は
名
称

住
所
又

は
所
在

地
電
話
番
号

（

）

」

「

里
親

児
童
福
祉
施
設

に
委
託
さ
せ
た

。

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関

入
所

を

４
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
り

年
月

日
家
庭
裁
判
所
へ
送
致

し
た

。

」

「

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者

里
親

委
託
し
た

。

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関

に
入
所
さ
せ
た

。

に

改

め

児
童
福
祉
施
設

４
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
り

年
月

日
家
庭
裁
判
所
へ
送
致

し
た

。

」

る
。様

式
第
十
一
号
中
「貴

職
に

」
を
「貴

殿
に

（委
託
し
て

）
」
に
改
め
る
。

」
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様
式
第
二
十
一
号

中
「前

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
の
求
め
に
応
じ
な
い

」
を
「正

当
な
理

（裏）

由
な
く
同
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
委
員
又
は
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
立
入
り

又
は
調
査
を
拒
み

妨
げ

又
は
忌
避
し
た

」
に
、
「又

は
そ
の

」
を
「

又
は
そ
の

」
に
改
め
る
。

，
，

，

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
等
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
発
行
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
身
分
証
明

書
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
と
み
な
す
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
六
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
子
ど
も
未
来
課
の
部
２
の
項
９
中
「

1
3

」
を
「

1
3

」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条

第
条
第
１
項

保
護
者
に
対
す
る
助
言

第
条
第
２
項

○
児
童
相
談

1
0

（

1
3

）

所
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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